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　　　交通反則切符における供述書作成上の留意事項について（通達） 

　 交通反則切符における「供述書（甲）」欄の作成要領については、「交通反則切符

の様式等並びに告知及び交通反則告知書等の作成の要領について（通達）」（令和４

年９月28日付け佐本交指発第176号）により示達しているところである。 

　もとより、当該欄は、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第322条第１項の供述書

に当たるものとして、違反者が任意に作成する書類であるところ、違反者がこれを作

成する場合において、署名とともに求めている押印又は指印（以下「押印等」とい

う。）は、違反者本人が作成したことが確認できるようにする目的で、警察官の求め

に応じて違反者の任意により行われるものであり、他方で、押印等が拒否されたこと

のみをもって、刑事手続におけるその証拠能力が直ちに否定されるものではないこと

に留意する必要がある。 

　以上を踏まえ、交通取締りに際して、警察官において、仮にも押印等が違反者の法

的義務であるという誤解を相手方に与えるような言動をしないよう、あらゆる機会を

通じて、部下職員に対する適切な指導教養に努められたい。 
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